
障害者雇用・定着支援事業
一歩踏み出す企業へ。丁寧なサポートで、障害者雇用をかたちに。

ご利用無料

掲載情報は令和7年4月現在のものです。

障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の
経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の
雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

□障害者雇用納付金制度
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障害者の法定雇用数に不足が生じている常用雇用労働者数100人超の事業主
不足1人当たり月額50,000円の納付金

助
成

障害者の法定雇用数を超えている常用雇用労働者数100人超の事業主
障害者雇用調整金を申請に基づき支給 超過1人当たり月額29,000円

助
成報奨金を申請に基づき支給 超過1人当たり月額21,000円

障害者の法定雇用が一定数を超えている常用雇用労働者数100人以下の事業主

助
成各種助成金を申請に基づき支給

障害者を雇い入れたり雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主
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制度より一部抜粋

※支給対象人数が年間総計120人を超える場合、超過人数分の支給額は1人当たり月額23,000円

 ※支給対象人数が年間総計420人を超える場合、超過人数分の支給額は1人当たり月額16,000円

民間企業の法定雇用率は現在①2.5％、②令和8年7月より2.7％となり常時雇用している労働者の数が①40人以上②37.5人以上の民間企業は
雇用義務があります。

※当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく1カウントとして算定
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□障害者雇用率制度

法定雇用障害者数の算定方法 法定雇用障害者数=(常時雇用している労働者数＋常時雇用している短時間労働者数×0.5)×法定雇用率

□障害者雇用企業への各種助成金

② 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 

障害者手帳を持たない発達障害のある人又は難治性疾患患者を、ハローワーク等の職業紹介により継続して雇用する労働者として新たに
雇い入れる事業主に対して助成する制度です。

ハローワーク等※の紹介により、身体障害者、知的障害者または精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達する
まで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上（重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合は3年以上）であ
ることが確実であると認められる事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。

③ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 

ハローワーク等※の職業紹介により、継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害のある人を週20時間以上の勤務で一定期間試行
雇用（トライアル雇用）する事業主に対し、助成する制度です。トライアル雇用が終了した後、継続雇用に移行した場合、特定求職者雇用開発
助成金が支給される場合があります。 

① トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース）

□障害者トライアルコース
身体障害・知的障害のある人の場合の助成額

対象者1人につき、月額最大4万円×最長３か月

精神障害のある人の場合の助成額
対象者1人につき、

月額最大8万円×最長３か月
その後、対象者1人につき、
月額最大4万円×最長３か月

□障害者短時間トライアルコース
精神障害のある人や発達障がいのある人で週20時間以上の勤務が難しい人を、
トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指して3~12か月試行雇用する場合

対象者1人につき、月額最大4万円×最長12か月助成額

※ハローワーク、地方運輸局、適正な雇用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等



香川県内に本社を置く障害者雇用義務のある企業等を支援する
「障害者雇用・定着支援事業」を実施しています。

企業の課題やニーズを丁寧に把握し、職場ごとの課題に向き合う支援を通じて、
障害者雇用の導入と安定的な定着をサポートします。

ご相談・お問い合わせ

事業ホームページ https://www.support.pref.kagawa.lg.jp

障害者雇用・定着支援事業 ［事業主体］香川県商工労働部労働政策課

Email:kagawa_support@cam-com.jp
TEL.050-3816-8159

障害者雇用に取り組む企業をサポートします！

障害者雇用の  　STEP5
障害者雇用について情報収集し理解を深める、経営者・社内全体に理解を広げる
□障害者雇用に関する法律や制度の
　基礎知識を得る
□障害者の雇用事例を知る
　・研修会への参加
　・障害者雇用に取り組んでいる企業の見学
　・企業担当者同士の交流

相談
・
理解

STEP.1

業務の選定と受け入れ部署、勤務地の選定
計画
STEP.2

求人内容の決定と受け入れ体制の整備
受入
準備

STEP.3

募集・選考・採用
採用
活動

STEP.4

定着のための体制づくり
職場
定着

STEP.5

香川県 障害者雇用・定着支援事業にてサポートします
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障害者雇用における疑問や不
安をご相談いただけます。助
成金制度や支援機関の紹介、
障害者雇用の進め方など多岐
にわたり情報提供をさせてい
ただきます。また、企業へ訪問
またはオンラインにて事業の
ご案内や障害者雇用状況のヒ
アリングをさせていただきアド
バイスを実施します。

・どこに相談すれば良いかわからない
・障害者雇用に係る助成金について知りたい
・支援機関との連携の仕方について聞きたい

採用に向けた準備から職場定
着まで専門知識をもったコンサ
ルタントが伴走支援を行いま
す。企業ごとの個別の課題に即
して、業務の切り出し支援、求
人票の作成支援、各種支援機
関や支援制度の案内等を行う
ことで、継続的な雇用につなげ
ていきます。
※詳細は右ページの「障害者雇用の５
STEP」をご参照ください。

コンサル
ティング支援

・何から初めて良いかわからない
・自社の課題を整理したい
・障害者雇用に取り組まなければ
 ならないが手をつけられない

企業が抱える課題を踏まえ障害
者雇用に取り組むために必要な
基礎知識や職場理解、職場定着
に関するノウハウなどを習得し
ていただける研修会を開催しま
す。また、障害者が実際に働く
姿や雇用する企業の工夫や体
制を知っていただく見学会や、
企業同士の交流会を通じて実
践的な障害者雇用ノウハウを学
んでいただけます。

イベント開催
障害者雇用研修会
企業見学会・交流会

当事業

連携連携

相談 サポート
相談

サポート

相談

サポート
企業

ハローワーク 支援機関

・障害特性や他社の事例を知りたい
・障害者雇用の具体的なイメージが湧かない
・障害者雇用の基礎知識を学びたい

相談窓口支援

受託事業者

? ? ?

□適切な雇用管理と合理的配慮の提供
　・本人及び指導担当者と、定期及び随時の面談を実施する
　・本人の状態と業務進捗を把握し、適宜、業務量や内容を
　　調整する
　・合理的配慮として必要な場合、職場環境や勤務条件を調
　　整する
　・本人の状態や希望を踏まえたステップアップを検討する

□諸条件の調整、支援機関との連携
　・本人の状況や希望をヒアリングし、具体的な雇用条件を
　　調整する
　・条件提示の際は本人がわかりやすいように工夫するとと
　　もに、必要に応じて支援者や家族等の同席を依頼する
　・支援者や医療機関と連携し雇用管理、合理的配慮のため
　　に必要な範囲で障害や疾病、日常生活や職業上の能力、
　　適性等の情報を得る
　　※支援機関、医療機関からの情報収集は本人の了承のも
　　と実施

□組織としての受け入れ準備
　・相談体制の整備、相談窓口を定め社内に周知する
　・障害者差別禁止、合理的配慮の提供などの社内研修を
　　実施する
　・設備や作業環境を障害者への配慮に対応できるよう整備する
□助成金の活用を検討する
　・トライアル雇用助成金の活用を検討する
　（障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース）

□受け入れ部署(勤務地)を選定する
　・従事する業務のある部署、受け入れ環境の整備ができる
　　部署、人事部門と連携しやすい部署を選定する
□職場実習の受け入れ

□業務、職種を選定する
　・社内業務を総点検し考えられる業務をで
　　きるだけ多く選ぶ
　・事例集を参考にしたり支援機関にアドバ
　　イスを求める

□求人内容と雇用条件の決定
□受け入れ部署の準備
　・従事する業務や手順を決定する
　・マニュアルやチャートを作成する
　・主として業務を教えたり指導する担当社
　　員を決定する

□求人を出し、求職者を募集する
　・ハローワーク等に求人を出す
　・障害者合同面接会等のイベントに参加する
　・職場見学を受け入れる
□応募者を選考する
　・選考、採用判断にあたり、面接や実習を
　　実施する
　・試験や面談、実習の際には合理的配慮を
　　提供する

□社内サポート体制の整備
　・管理監督者、指導担当者、本人の相互理
　　解を深め信頼関係をつくる
　・その他の社員に必要な範囲で本人の状
　　況や接し方を伝える
　・指導担当者のサポートやケアも行う
□支援機関、制度の活用
　・障害者職業センター、障害者就業・生活
　　支援センター、就労移行支援事業所等と
　　連携する

□人事部門や経営トップの理解を得る
□社内全体に理解を広げる
　・法律や制度、現状を把握し自社の課題を示す
　・障害者雇用を進める目的を策定・社内共有する


